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特許庁は長年に渡り、｢迅速かつ的確な特許審査｣の遂

行を標榜してきました。

この「迅速かつ的確な特許審査｣については、古くは、

第二次世界大戦終結のわずか5年後の昭和2 5年度（1 9 5 0

年度）特許庁年報に同様の内容の記述が見られます；

「以上のように審査が遅滞することは、出願者に迷惑を

かけるばかりでなく、出願意欲を減退させ、ひいては優

秀な発明、考案の生まれるチャンスを逸することにもな

るので、特許庁としてはできる限り審査の迅速化につと

めている。しかし、審査は迅速であるとともに特に正確

であることを必要とし、また審査の迅速化のためには直

接の審査部門ばかりでなく……」。また、昭和3 0年度年

報には、「……かかる累積案件を迅速かつ適格に処理す

る態勢の確立に務め……」と記述され、昭和3 8年度年報

には、「……工業所有権制度における迅速的確な権利付

与の必要性は一層高まりつつあるが……」と記述されて

います。その後は、2 0 0 2年度までほぼ「迅速かつ的確な

審査」が何らかの形で記述されています。戦後の特許審

査の歴史は、大量の滞貨（審査待ち案件）を前にして、

的確な審査を確保しつつ如何に審査処理を促進していく

かであったと言っても過言ではないでしょう。

状況が変わったのは2 0 0 2年からです。2 0 0 2年7月3日に

策定された知的財産戦略大綱では「国際的に見て遜色の

ない迅速かつ的確な審査の実現に向け……」となり、さ

らに特許行政年次報告2 0 0 3年版では「世界最高レベルの

迅速・的確な特許審査を実現するために、……」と記述

されています。知的財産推進計画2 0 0 4では、「世界最高

水準の迅速・的確な特許審査」を実現する目標の年とそ

のための具体的な施策が示されています。特許行政年次

報告2 0 0 4年版では、知的財産推進計画2 0 0 4を引用すると

共に、「特許審査の迅速化は、言うまでもなく、的確性

（安定した権利付与）を維持しつつ行って初めて所期の

効果を奏することができるものである。」と強調してい

ます。

今後数年以内には（世界史上？） 最大の審査待ち件

数となる可能性もある状況下で、長年の課題を一気に解

決し10年後には「世界最高水準の迅速・的確な特許審査」

の実現を目指すことになりました。最終的には「審査待

ち期間ゼロ」を目指していますので、困難を乗り越えて

目標が達成されますと、2 0 1 X年に発行される特許行政

年次報告には、「特許庁において約7 0年間に及ぶ課題で

あった滞貨の一掃がついに実現し、文字通りの迅速かつ

的確な特許審査を行うことが可能となった。」旨、掲載

されることが大いに期待されます。まさに激変です。

この「世界最高水準（最高レベル）の迅速・的確な

特許審査」の活字を見たとき、期待感と若干の不安感

と共に一瞬ですが懐古感を感じました。

「世界最高水準の迅速・的確な
特許審査」を行う特許庁に向けて

〈一審査官としての目で見た過去、現在、将来〉

特許審査第三部長
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うとする行動でもあり、庁内でのインパクトは大変大き

いものがありました。成果は、第二回三極特許庁長官会

合（昭和5 9年ミュンヘン）でも紹介され、E P O及び

U S P T Oの長官から賛辞が送られると共に、J P O審査官

の意識及び能力の高さを再認識されたとの報告がありま

した。前後して、審査部内に若手の審査官（補）百名近

い有志からなる新政策研究会と称する自発的組織ができ

ました。新政策としての成果は「……」でしたが、研究

会の構成メンバーは、入庁年次が1 0年以上に渡る広範な

世代からの、かつ、審査第二部から第五部（現在の特許

審査第一部から第四部）の4つの審査部に所属する審査

官（補）だったので、審査部内の若手審査官の間で幅広

く問題意識を共有できたことと大きな人的ネットワーク

ができたことは大きな成果だったと思っています。

さて、一審査官の懐古感と全く関係なく、審査を取り

巻く環境の整備は着々と進みました。多くの関係者の血

のにじむような努力により、特許特別会計制度の導入、

ペーパーレスシステムの構築、先行技術調査機関の設立

等、今日の審査を支えるインフラが整備されました。本

当に世界に誇れる業績です。また、G A T Tウルグアイラ

ウンド交渉の結果、W T O - T R I P s協定が出来たのも今日

の激変の一因と言えるでしょう。それまで、特許制度は

事実上、制度論中心の特許関係者の領域で閉じていたの

ですが、丁々発止的やりとりも珍しくない貿易関係者の

領域にまで一気に拡大し、より現実的な制度に脱皮した

からです。そして今般、「世界最高水準（最高レベル）

の迅速・的確な特許審査」を実施可能とする極めて有力

な手だて－任期付きを含む審査官の大幅増員－に見通し

が立ってきました。勿論、見通しが立ったからと言って、

必ず「世界最高水準の迅速・的確な特許審査」を行う特

許庁となれる程、現実は甘くないのは確かです。少し考

えただけでも、沢山の優秀な審査官が特許庁に入っても

らえるのかとか、沢山の審査官補が入庁してくると先輩

審査官の指導負担は著しく大きくなるので本来の審査業

務が一時的にせよ影響を及ぼすのは避けられず、外部か

ら増員したのになかなか成果が出ないとの批判を受ける

ことになるのでは、等です。幸い、前者の懸念について

は、今年度採用した任期付き審査官補の皆さんは優秀な

人ばかりなので杞憂に終わりそうです。来年度以降の採

用者も同じように優秀な者であることを切に願っていま

す。いずれにせよ、もうルビコン河を渡りました。

「世界最高水準の迅速・的確な特許審査」を行う特許

庁に向けての重要施策については、既に色々な資料など

で説明されていますので適宜参照して頂くことにしま

す。ここでは、一審査官としての目でみて、日頃から

「世界最高水準の迅速・的確な特許審査」を行う特許庁

に向うためには避けては通れない問題ではあるが即効的

対策も難しく、なんとなく厄介だなと感じている若干の

不安感に対し、番外編施策案として書くことにします。

審査の基本は「迅速・的確な審査」です。言い換える

と「信頼性が高い審査を早く」と言えます。この信頼性

の高い審査を維持していく上で、意外と厄介なのが「審

査のバラツキ」です。何故厄介かと言いますと、

（ア） ｢バラツキ｣の表現から、個々の審査の的確さとい

うより審査全体の信頼性が問題視される。その意

味で、各審査官が自分は世界最高の的確な審査を

行っていると確信していても、必ずしも世界最高

の信頼される特許庁にはなれない。

（イ）そもそも出願人等から指摘されているバラツキの

実態が意外と曖昧で主観的な面が強い（他社の出

願は特許になったのに、自社の出願は拒絶された

など）。そのために、指摘されたバラツキを解消す

るための具体的な対応が取りにくい。

（ウ）出願人にバラツキ感を与えているのではと思われ

るものもあるが（たとえば「用途発明」に関する

審査など）、審査の歴史的経緯や出願人等からの不

満の声は大きくはない（用途発明の審査に関する

不満はあまり聞こえてこない）ために、制度的・

組織的な対応を取る機会がなかなかできない。

（エ）各国の出願人は、E P Oの審査は比較的バラツキが小

さいと評価していることから、バラツキを狭い範囲

に収斂させるのは可能。しかし、発明と言う抽象的

概念に関する審査の結果を全審査官を対象に、非常

に狭い範囲に収斂させるには、かなりの時間が必要。

現時点でそのために時間を取るのは殆ど不可能。走

りながら、少しずつ収斂させるしかない。
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（オ）少々細かく理屈っぽいことだが、バラツキは無い

と言い切ることは絶対にできない；審査を単独で

行う以上、他の審査官と判断結果が異なる場合が

ありうることは避けられないし、E P Oのように例

え3人合議で行っても程度の差はあれバラツキは避

けられない。従って、出願人等からの｢バラツキ｣

があるとの指摘は、その意味で、常に正当性を持

つ、等々です。

現在、審査のバラツキを少なくする審査部の施策とし

ては、

（カ）協議の励行や管理職・グループ長による起案のチ

ェックを強化しています。これは、バラツキを時

間を掛けて収斂させると共にたまに見られる独自

の審査基準による審査を回避するのに非常に役立

っています。

（キ）また、適切な特許分類付与が行なわれるよう、い

わゆる難件対策を強化しています。バラツキの原

因の一つは、技術分野から見ると必ずしも適性で

ない審査官が審査を行うためとも考えられるから

です。

（ク）更に、バラツキに対する不満の程度を小さくする

対策としては、発明の本質をしっかり把握して審

査を行なうことにより判断結果のぶれを小さくで

きるので、特に新人の研修・指導においてはこの

点をしっかり身に付けさせるのが大切です。

なお、業界或いは企業との意見交換の場などにおいて

も、「審査のバラツキ」対策として、審査基準の整備や

事例集の作成、審査官に対する管理職や先輩審査官との

協議の励行、決裁時の管理職により審査官アクション起

案のチェックの強化、審判部との連携などを説明して理

解を求めています。

ところで、バラツキは不可避である以上、出願人の不

満は半永久的に続き、その結果、審査官全体が半永久的

に負い目を持つことになります。そこで、1 5年ほど前か

ら審査基準の説明会や企業との意見交換の場などにおい

て、審査のバラツキ対策について質問がでた場合は、バ

ラツキを少なくするために出願人にも応分の協力を求め

ています。

ストーリーは、大体次のとおりです；

① バラツキの存在を認め、バラツキを全く無くすのは

不可能だが、特許庁はその範囲を収斂させる努力を

行っていることを縷々説明、

② その後で、出願人の協力でバラツキの範囲を一層小

さく出来るとして、先行技術調査をしっかり行って、

それを明細書に記載することを要請、

③ その理由として、しっかり先行技術調査を行いその

結果を明細書に記載すると共にその先行技術をベー

スに明細書を作成した場合は、審査官により審査結

果が異なることは極めて少なくなること（先行技術

調査も含めた理想的な明細書においては、審査官の

判断結果はほぼ一致する）。反対に、先行技術が記載

されていないと、どの範囲まで、またどの程度まで

先行技術を調査するかにより審査の結果が異なるこ

と、更に明細書の記載も不適切となるので、その分、

審査官により判断が異なることになりバラツキの原

因となることを説明、

④ このことは、日欧審査官交流などにおいて、同じ明

細書で同じ先行技術文献に基づく特許性の判断結果

が9 5％程度は同じであることからも裏付けられてい

ること、

⑤ 更にもっと重要なことは、出願人が先行技術調査を

しっかり行うことは、研究開発投資の無駄を防ぐこ

とにもなり出願人の利益にもかなうことを説明（こ

のことは、2 0 0 3～4年度のトップ懇などにおいて、庁

側から指摘しています）、

⑥ 従って、先行技術調査をしっかり行うのは、まさに

一石二鳥なのです。

特技懇会員の皆さんも出願人等と意見交換の機会でバ

ラツキの問題についてコメントを求められた場合には、

是非、このように出願人の協力を得てみて下さい。特許庁

が現在行っている施策を確実に実行し、更に審査のバラ

ツキの問題が確実に解消に向かえば、2 0 1 X年には、世

界最高の迅速で信頼性がある審査を行う特許庁となるこ

とができます。特に、最近入庁された特技懇会員の皆さ

んの御健闘を期待します。
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